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Abstract

AninvestigationofactualconditionsofoccupationalhealthseⅣicesintheworkingplaceswithlessthan

50workersinKawasakicity,Yokohamacity,Kyotocity,Kitakyushucity,andFukuokacity.fromNovember
toDecemberin2004.

Accordingtotheinvestigationresult,thesmallscaleworkingplaceshadlessoccupationalhealthseⅣices

comparedwithlargescaleones.Fortheimprovementofthecondition,itisoneoftheeffectivemeasuresto

employorasslgnanOCCupationalhealthphysicianevenintheworkingplaceswithequaltoormorethan30
workers.

ThesupportasaadministrativesystemisnecessarytoenrichoccupationalhealthseⅣicesfわrworkers

employedinsmallscaleworkplacesandsmallscaleentelPrlSeSbyuslngInsurancesystemandlocalOHS
resources

Keywords:occupationalhealthservices;occupationalhealthphysician,smallscaleenterprlSeS

1.はじめに

我が国の産業発展､経済発展の要素の一つに､親

会社あるいは元請企業があって､その "支配"の下

に子会社､系列企業､下請企業というような企業群 ･

技術集団が存在しているのは周知の事実である｡

この構造は､ "上"から "下"に展開する過程で

発注金額が縮減していき､ "上"から見ると利益を

生み出すコスト削減のプロセスであり､ "下"から
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見ると単価が切り下げられ､人件費を切り詰めてで

も対応しなければならない､仕事を受注するプロセ

スである｡

この下層部分を担っているのが小零細企業である｡

平成 13年の総務省の ｢事業所統計調査｣によると､

民営事業所の96%が常用雇用者数が30人未満の小

零細事業所であり､従業者規模 30人未満の小零細

事業所で働いている常用雇用者は全体の47%にも

達する｡

労働安全衛生法はその第 1条において､職場にお

ける労働者の安全と健康を確保するとともに､快適

な職場環境の形成を促進することを目的とする､と

し事業主に対してそのために必要な措置をとること
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を求めている｡産業保健活動においても然りであり､

企業の規模に関わりなく､法が求める最低基準を遵

守し､その雇用する労働者に法定の労働環境を提供

しなければならない｡

しかしながら､本調査結果によると､小零細企業

における産業保健活動は､大企業のそれと比較して

も全般的に低調であるし､小雰細企業の間でも格差

が見られる｡

法の下の平等という理念を小零細企業で働く労働

者に具現化するためには､小零細事業場に対しても､

行政は積極的に法令の履行確保を求めることが必要

であるし､一方では､税金あるいは労災保険料を活

用し､さらには労災保険の労働福祉事業を積極的に

活用して小零細事業場に対する助成措置を図る必要

がある｡要すれば所要の法令改正も視野に入れるこ

とが必要であろう｡

2.調査の概要

2-1調査の目的

本格的な高齢化社会の到来に伴い､生活習慣病の

増加やメンタル-ルスケアに対するニーズの増大な

ど､疾病の早期発見と日常的な健康管理の必要性が

高まっている｡このため産業保健活動の充実に対す

る期待はこれまで以上に大きくなっている｡中でも､

小規模事業場において､健康診断をはじめ､産業医

や衛生管理者の選任など､職場の健康管理推進体制

全般を含む産業保健活動の充実が求められている｡

このことから､産業保健活動に対する小規模事業

場のニーズをより詳細に探っていくことが必要であ

る｡ そこで､今後の産業保健活動の充実を図ること

を目的として､小規模事業場の産業保健活動に対す

る事業者および労働者のニーズを把握するためにア

ンケー ト調査を実施した｡

そ して､調査結果をベースにして今後の課題など

についてとりまとめたものである｡

2-2調査方法

労働者50人未満の小規模事業場を対象にして ｢産

業保健活動に関するニーズ調査｣(アンケート調査)

を実施した｡

①対象者は､事業主と労働者個人 (1事業場につき

2名､事務系 1名､技能系 1名)とした｡

②対象地域は､横浜市､川崎市､京都市､福岡市､

北九州市の5都市とした｡

③調査数は､各都市に立地する小規模事業場 500社

ずつ(労微音個人は1,000人)､合計2,500社(5,000

人 )とした｡

④調査時期は､平成 15年 11月～ 12月に実施した｡

⑤郵送による日計方式とした｡ただし､事業主宛て

に調査票は発送したが､事業主用返信封筒､労働

者個人用返信封筒を別々に必要部数同封して行っ

た｡

⑥有効回収数 (率)は､事業主 453人 (回収率

18.1%)､労働者個人728人 (同14,6%)であっ

た｡

都 市 事業者 (敬) 労働者 (人)

①横 浜 市 76(15.2%) 113(ll.3%)

②川 崎 市 60(12.0%) 92(9.2%)

③京 都 市 96(19.2%) 146(14.6%)

④福 岡 市 95(19.0%) 163(16.3%)

⑤北九州市 126(25.2%) 214(21.4%)

2-3回答事業場及び回答労働者のプロフィル

(回答事業場のプロフィル)

(彰 事業場の所在地

No. カテゴリ一名 回答数 構成比

1 横 浜 市 76 16,8

2 川 崎 市 60 13.2

3 京 都 市 96 21.2

4 福 岡 市 95 21.0

5 北九州市 126 27.8

② 資本関係等

No. カテゴリ一名 回答数 構成比

1 単独独立型企業 341 75.3

2 子会社 26 5.7

3 系列会社 25 5.5

4 請負会社 43 9.5

5 構内協力企業 7 1.5

6 構外協力企業 3 0.7

7 その他 3 0.7

無回答 5 1.1

回 答 数 453 100.0
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③ 事業場の労働者の平均年齢 (歳 )

1 24歳以下 1 0.2

2 25歳～29歳 14 3.1

3 30歳～34歳 31 6.8

4 35歳～39歳 84 18.5

5 40歳～44歳 124 27.4

6 45歳～49歳 105 23.2

7 50歳～54歳 66 14.6

8 55歳以上 24 5.3

無回答 4 0.9

回 答 数 453 100.0

事業場平均年齢 42.9歳

④ 平均労働者数 (人 )

男 女 計 14.9

⑤ 業 種

No. カテゴリ一名 回答数 構成比

1 農 .林 .水産 .鉱業 0 0.0

2 建設業 150 33.0

3 製造業 81 17.9

4 電気.ガス一熱供給業.水道業 9 2.0

5 運輸 .通信業 20 4.4

6 卸売 .小売業 114 25.2

7 金融 .保険業 0 0.0

8 不動産業 ll 2.4

9 サービス業 .その他 67 14.8

無回答 1 0.2

(回答労働者のプロフィル)

(丑 勤務先事業場の所在地域別労働者数 (人 )

No. カテゴリ一名 回答数 構成比

1 横 浜 市 113 15.5

2 川 崎 市 92 12.6

3 京 都 市 146 20.1

4 福 岡 市 163 22.4

5 北九州市 214 29.4

② 職 種 (人 )

No. カテゴリ一名 回答数 構成比

1 生産 .技能系 143 19.6

2 事務系 353 48.5

3 営業系 123 1.6.9

4 販売 .サービス系 63 8.7

5 その他 34 4.7

無記入 12 1.6

③ 年齢分布 (人 )

No. カテゴリ一名 回答数 構成比

1 24歳以下 17 2.3

2 25歳～29歳 76 10.4

3 30歳～34歳 83 ll.4

4 35歳～39歳 69 9.5

5 40歳～44歳 96 13.2

6 45歳～49歳 81 ll.1

7 50歳～54歳 125 17.2

8 55歳以上 179 24.6

無記入 2 0.3

回答労働者の平均年齢 44.2歳

④ 性 別 (人 )

No. カテゴリ一名 回答数 構成比

1 男 性 427 58.7

2 女 性 294 40.4

無記入 7 1.0

3.アンケー ト調査結果の概要

3-1産業保健活動の現状について

3-ト1気がかりなこと

労働者の健康管理を考えるうえで気がかりなこと

は､事業主の回答では､生活習慣病といわれている

｢成人病問題｣が47.7%､｢腰痛問題｣が40.0%､

｢ス トレス問題｣が29.8%で､これらが上位から

3番に挙げられた｡これに対し､労働者個人の回答

をみると､｢ス トレス問題｣が38.5%とトップにき

ており､以下､｢生活習慣病｣36.0%､｢腰痛問題｣

35.0%､｢眼精疲労問題｣33.8%となっている｡
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(事業主の気がかり)

成人病問題

腰痛問題

ストレス問題

作業環境の改善問題

過労問題

眼精疲労問題

現肩腕症候群問題

筋肉疲労問題

メンタルヘルス問題

有害物質やエネルキ｣の管理問題

無回答

その他

+;解:
宮約 Egまき:蓬S,!. 40.0

++ 選考.鯛29.8

喜….120.18.58.3

0 10 20 30 40 50 60

(注)回答数の合計は453である

(労働者の気がかり)

ストレス問題

成人病問題

腰痛問題

眼精疲労間産

額肩腕症候群問題

過労問題

作業環境の改善問題

筋肉疲労問題

メンタルヘルス間魅

その他

有害物質や工ネルキ○の管理問題

無回答

0 10 20
(注)E]答数は728である

30 40 50 60
%

3-ト2健康診断の実施状況

回答のあった453社の小規模事業場における健康

診断の実施状況は､事業主の回答では､｢1年に1

回全員を対象として定期的に実施している｣という

回答が66.9%､｢1年に2回全員を対象として定期

的に実施している｣が3.3%で､合わせて70%程

度の事業場が定期的に健康診断を実施していると回

答している｡労働者の規模別に ｢1年に1回全員を

対象として定期的に実施している｣という回答割合

をみると､20人以上の規模の事業場でも80%台の

実施率で10-20人規模では67%､10人未満では

54%となっている｡労働者の回答をみると､法定の

定期健康診断の受診率は66%事業主回答の実施率

と同じような結果になっている｡

このように､小零細規模事業場ほど､法令で定め

られた健康診断が行われていない｡健康管理を行う

ための基礎データが元々把握できていないことにな

る｡

-4-

1年1回全員対象 ･定期的に実施

とくに何もしていない

1年1回全員対象･不定期に配慮

1年2回全員対象 ･定期的に実施

その他

無回答

(事業主回答)

顔

藩S嘗: 16_16jii1J

窮:蛋:. 10

0 10 20 30 40 50 60 70 80
%

(注)回答数 の合計 は453である

(1年1回全員対象 ･定期的に実施の規模別状況)

30-39人(27)

40-49人(21)

20-29人(70)

10-19人(162)

1-9人(173)

聯 +S説++鶴

汚篭最し漢守r~Y》

p藁Wm.,
耶肝腎㌍普珊:藩ト･++ 遜11名~o

++

0 20 40 60 80 100

%

(注)( )内の数字は回答数である

3-1-3事後措置～健康診断結果の取り扱い

健康診断結果の取り扱いについて事業主の回答を

みると､｢全員に診断結果を文書で通知する｣とい

う回答が52.3%と最も多い｡これを規模別にみる

と､1-9人規模では38.7%､10人～19人規模で

は53.1%となっている｡また､｢担当医師や保健師

との面談により､受診者全員に結果を知らせるよう

にしている｣という回答は12.6%と､｢文書で全員

に通知｣を合わせて65%が結果の通知を文書で行っ

ている｡一方､｢とくに問題のあった人だけに知ら

せる｣が4.9%､｢本人宛に直接通知 (会社無把握)｣

が15.7%､｢会社として健康診断を行っていない｣

が13.5%と全体の35%程度の事業場が､健康診断

結果に関して問題があると思われる｡このような不

適切な措置をしている事業場を規模別にみると､1-

9人規模で51%､10-19人規模で30%､20-29

人規模で18%となっている｡このように小規模事

業場での健康診断結果の通知に関しては問題があり､

記録の保存に関しても懸念される｡事業主が労働者

の健康状態を把握し､記録するという点､労働者も

自ら自分の健康状態を把握するという点に問題があ

り､健康管理をする際の基礎的情報の把握面に欠陥

がある｡
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(規模別にみた ｢文書で全員に通知｣している割合)

30-39人(27)

40-49人(21)

20-29人(70)

10-19人(162)

1･-9人(173)

77_8

･遠;運:gEJ滞藩垢.発:≠…印挙;餐垣;音…毒藩遥…g_.;S… 学…S…毒:萱:義53_11

0 20 40 60 80 100

%

(さ主)( )内の数字は回答数である

なお､労働者個人は健康診断の結果をどのように

活用しているかについてみると､｢結果に問題があ

れば､かかりつけの医師などに相談して指導を受け

るようにしたり､自分で日常の生活改善に心掛けて

いる｣という回答が70.9%と最も多かった｡また

｢診断結果は見るが､そのまま何もしないでいる｣

という回答も18.4%と20%近くを占めていた｡

3-1-4健康管理 ･衛生管理の担当者

法令では労働者を10人以上50人未満使用する事

業場では､衛生推進者を選任し､健康診断業務の実

施や健康管理などに係る業務を担当させることになっ

ている｡

調査結果によると､健康管理や衛生管理を主に担

当しているのは､事業主の回答をみると､｢とくに

決めていない｣が最も多く31.6%を占めている｡

次いで､｢総務 (労務)担当｣30.5%､｢事業主｣24.1%

で､総務 (労務)担当ないし事業主が務めている事

業場が50%以上を占めている｡衛生推進者や安全

衛生推進者が健康管理の担当になっている事業場は

それぞれ0.2%と7.3%とごく少数である｡担当を

決めていない事業場を規模別にみると､小零細規模

ほど多くなっている｡労働者個人の回答も､同様の

結果を示している｡

(事業主回答)

とくに決めていない

総務(労務)担当者

事業主

安全衛生推進者

衛生管理者

産業医

無回答

その他

衛生推進者

産業保健師 i∃

意義:磨

0 5 10 15 20 2 5 30 35

%

(注)回答数の合計は453である

(規模別にみた ｢健康管理や衛生管理の担当者をと

くに決めていない｣割合)

1-9人(173)

10-19人(162)

20-29人(70)

30-39人(27)

40-49人(21)

45_1

LS

0 10 20 30 40 5‰

(注)( )内の数字は回答数である

(労働者回答)

とくに決まっていない

総務(労務)担当者

事業主

わからない

安 全 衛 生 推進 者

無 回答

産 業 医

衛 生 管理者

その他

産 業 保健 師

衛 生 推進 者

+簸★喜 写し東:ト かa豪､2+ さ30-28.6】rrj

+

>夢書運粘 指≧6-2 】iJF ∃i

2.9

0 5 10 15 20 25 30 35
(注)回答数 は728である

3-ト5健康管理推進のために行っていること

従業員の健康管理の推進についてどのようなこと

を行っているかについてみると､｢とくに何もして

いない｣という回答が50.6%と過半数を占めた｡

これは､労働者の回答 (51.1%)をみても同様であ

る｡規模別に ｢とくに何もしていない｣事業場割合

をみると､1-9人規模で61.3%､10-19人規模

で55.6%となっており､全般的に健康管理の推進

は低調といえよう｡

そうした中で､取り組みの多かったのは ｢ポスター

やチラシなどを従業員に配布している｣(24.7%)

である｡

(規模別にみた ｢健康管理の推進についてとくに何

も行っていない｣割合)

1-9人(173)

10-19人(162)

40-49人(21)

20-29人(70)

30-39人(27)

W:9:巧r莞:合:野 S i 鎚号室61.3

5敬15SJ転l★ +諺き 遠蛋++岸. 匝6弓】

望遠+!撃強襲演.+密 莞a++≡:義

++蛋+弓+ 室:那+'免∵+∵S,S:%

0 10 20 30 40 50 60 70

(注)( )内の数字l翻 る
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3-1-6健康診断を受ける時間的余裕

一方､健康診断を受ける時間的余裕について労働

者にきいたところ､｢時間的余裕は結構ある｣ が

28.6%､｢ある程度ある｣という回答が49.0%あり､

これらを合計すると80%近くの労働者が健康診断

を受ける余裕はあると回答している｡

3-2産業保健の課題

3-2-1必要な産業保健サービス

必要と思われる産業保健サービスは､｢健康診断

結果に基づく健康指導に関すること｣が第 1位であ

る (事業主42.6%､労働者45.9%)｡以下､｢健康

づくりや健康の保持､増進に関すること｣ (事業主

31.1%､労働者 23.9%)､｢生活習慣改善のための

健康教育や栄養管理に関すること｣(事業主21.0%､

労働者 25.7%)､｢健康相談 (カウンセリング)に

関すること｣(事業主 19.0%､労働者 23.6%)が

上位にきている｡

なお､事業主の回答では､｢安全衛生教育に関す

ること｣が第3位 (23.4%)に挙げられている｡

(事業主回答)

健診結果に基づく健康指導

健康づくりや健康の保持､増進

安全衛生教育

健康教育や栄養管理

健康相談 (カウンセリング)

救急処置

メンタルヘルス対策

有害作業の管理

作業姿勢や作業の負担因子の管理

有害業務に関する教育･訓練

作業空間や作業時間の管理

有害作業の保護具の管理

無回答

その他

義戦§し戻: +軽:軸++∵.≡遷開票開発還31.1 i

+襲: ≡ §≡2

拳喜藤声)弓敦 +★

獲._E!: ++;+叢書;湧;書. 狩那.著書≧9.9.36 16.

～:J削 十十遠.SUB密室

■ 喜 ∈

】 【r

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

(注)回答数の合計は453である

(労働者回答)

健 診結 果 に基 づ く健 康 指 斗

健 康 教 育 や栄養 管理

健 康 づ くりや 健 康の 保 持 ､増 進

健 康相 談 (カウンセリング)

メンタルヘルス対 策

救 急処置

安 全 衛生教 育

作 業空 間や 作 業 時間の 管 理

作 業 姿 勢 や作 業 の負 担 因子 の 管 理

有 害 作 業の 管 理

有 害 業 務 に関す る教 育 ･訓 練

無 回答

有 害作 業 の保 護具 の 管 理

その他

0 10 20

(注 )回答 数 は728である
30 40 50%

3-2-2実施されている産業保健活動

実施されている産業保健活動は､事業主､労働者

ともに ｢従業員の健康診断受診率の向上｣を第一に

挙げている (事業主52.5%､労働者 49.3%)｡そ

のほかの活動については全般的に低調であり､健康

診断以外の産業保健活動に活発に取り組んでいる事

業場は少ない｡

(事業主回答)

健知多断受診率の向上

保護具の新規購入や点検整備

作業方法の改善

労働衛生･健康教育の充実

法定健診項目以外にも健診を実施

無回答

従業員からの改善提案･工夫

安衛魅昏軒よ る職場巡視の5矧 ヒ

職場体操･スポーツ競技の;甜 ヒ

安全衛生関係設備の改善

わからない

産業医への積極的な相験

監督署.推進七沖一等との連絡円滑化

倒射鞠 こよる有所見率桝珪下

0 10 20 30 40 50 60

(注)回答数の合計は453である
%

3-2-3事業場に産業医や産業保健師､かかりつけの

医師などがいるか

産業医などの選任については､｢専属の産業医が

いる｣という回答はわずか2.2%である｡ ｢親企業

の産業医がいる｣が3.1%､｢共同で選任した産業

医がいる｣は2.2%､｢本社の産業医がいる｣が0.7%

で､親企業に産業医がいる場合などを含めても､何

らかの形で産業医を確保しているのは10%にも満

たない｡

｢産業医はいないが､かかりつけの医師 (または

病院)がいる｣という回答は34.0%あった｡

しかし､一方で産業医や産業保健師はいないとい

う回答が56.3%もあった｡

-6-



労働者50人未満事業場の産業保健活動に関する実態調査結果及び提言

(事業主回答)

No. カテゴリ一名 回答数 構成比(%)

1 専属の産業医がいる 10 2.2

2 本社の産業医がいる 3 0.7

3 親企業の産業医がいる 14 3.1

4 共同で選任した産業医がいる 10 2,2

5 かかりつけの医師 (病院)がいる 154 34.0

6 産業保健師がいる 2 0.4

7 産業医.産業保健師などはいない 255 56.3

無回答 5 1.1

3-2-4産業保健活動を行うにあたっての問題点等

産業保健活動の問題点は､｢費用負担が厳しい｣

(事業主41.9%､労働者 23.5%)､｢時間的余裕が

ない｣(事業主 39.1%､労働者 27.1%)､｢手間を

かける人員の余裕がない｣(事業主27.6%､労働者

22.1%)などの理由が挙げられている｡また､事業

主の回答をみると､｢健康管理は従業員が自ら行 う

べきであり､事業主が関与しにくい｣が32.2%と

3分の1を占めていることも見逃せない｡さらに事

業主の回答で ｢どんなことをやればよいのかわから

ない｣という回答も19.0%あった｡

(事業主回答)

兼用負担が厳しい

時間的余裕がない

従業員の健康管理には関与しにくい

手間をかける人員の余裕がない

何をやれば良いのかわからない

相談する所や施設がわからない

健診などで健康保険が利用できない

従業員に健康管理意識がない

無回答

その他

0 5 10 15 20

(注)回答数の合計は453である

5

%
4

0

453

03 52

3-2-5会社の費用負担についての考え

次に､産業保健活動に対する会社の費用負担につ

いての労働者の回答をみると､｢会社の費用負担が

非常に厳しい状況にあると思う｣という回答が12.4%

あった｡｢ある程度厳しいと思う｣は29.4%で､合

わせると40%程度が厳しいとみている｡これに対

し､｢そんなに負担ではないと思う｣ は19.1%あり､

｢ほとんど負担になっていないと思う｣が4.5%で､

-7-

合わせて20%強が費用負担はそれほど会社の負担

になっていないとみている｡

3-2-6産業保健活動の目的や内容についての理解

産業保健活動の目的や内容については､事業主の

場合 ｢あまり知らない｣が39.5%､｢ほとんど知ら

ない｣が37.7%で､産業保健活動の目的や内容に

ついて知らないという回答が事業主で80%近くを

占めている｡労働者でも､知らないという回答が85%

以上を占めており､産業保健活動の目的や内容はほ

とんど知られていないといえよう｡

3-3産業保健サービスの提供側に期待することと活

性化の方向

3-3-1産業医や産業保健スタッフに期待すること

産業医や産業保健スタッフ-期待するサービスは､

｢従業員の健康保持に関すること｣(事業主60.7%､

労働者 45.2%)､｢健康診断後のフォローに関する

こと｣(事業主 46.6%､労働者 44.0%)､｢健康づ

くりに関すること｣(事業主31.6%､労働者32.6%)

で､これらが産業医や産業保健スタッフに期待する

ことの上位の3つである｡

(事業主回答)

従業員の健康保持

健康診断後のフォロー

健康づくり

メンタルヘルス･ケア

作業環境

救急医療やプライマリー ･ケア

企業の安全衛生活動への方向性

無回答

作業方法

安全衛生委員会

産業保健の専門機関との連携

適正配置

その他

0 10 20 30 40 50 60 70

(注)回答数の合計は453である

(労働者回答)

%

従業員の健康保持

健康診断後のフォロー

健康づくり

メンタルヘルス ･ケア

救 急 医療 やプライマリー ･ケア

作 業環 境

無 回答

企 業 の 安 全 衛 生 活 動 へ の 方 向性

産業保健の専門機関との連携

作 業 方法

適 正 配 置

安 全衛 生 委 鼻会

その他

0 10 20 30 40 50 60 70

(注)回答数は728である
%

総合環境研究 第 8巻 第 1号
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3-3-2産業医や産業保健スタッフに期待する理由

期待する理由についてみると､｢企業や従業員の

活性化はまず健康面にあるため｣(事業主70.4%､

労働者60.9%)が圧倒的に多く､以下､｢福利厚生

のために｣(事業主31.1%､労働者 32.8%)､｢安

全配慮義務を果たすために｣(事業主24.9%､労働

者 17.9%)の順となっている｡

(事業主回答)

5割生化は健康面の充実にあるために

手静J厚生のために

安全配慮義務を果たすために

社会的責任を果たすために

法令を遵守するために

無回答

その他

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(溢回答数の合音¶i453である

(労働者回答)

%

No. カテゴリ一名 回答数 構成比(%)

1 会社が法令を遵守するため 59 8.1

2 会社が安全配慮義務を果たすために 130 17.9

3 会社が社会的責任を果たすために 88 12.1

4 福利厚生の充実のために 239 32.8

5 従業員の健康面の充実のため 443 60.9

6 その他 12 1.6

無回答 49 6.7

3-3-3産業医など専門家の指導の必要性

その一方で､産業医などの専門家の直接的な指導

を必要としているかどうかについては､事業主の回

答をみると､｢おおいに必要である｣が3.3%､｢あ

る程度は必要である｣が36.6%で､合わせると専

門家の指導は必要との回答が約40%を占めている｡

これに対し､｢あまり必要でない｣という回答は

32.0%､｢ほとんど必要でない｣が5.3%あり､合

わせて必要でないという回答が37%になり､意見

が分かれているのが特徴である｡

3-4産業保健推進センター等の認知度について

3-4-1 ｢小規模事業場産業保健活動支援促進助成金｣

について

｢小規模事業場産業保健活動支援促進助成金｣に

ついては､｢知らなかった｣という事業主が79.2%

と全体の80%近くを占めた｡｢知っていた｣という

回答は9.1%､｢聞いたことがあったが､忘れてい

た｣は10.4%であった｡

また､この助成金の利用については､｢負担がゼ

ロなら利用したい｣が63.1%､｢負担できる額なら

利用したい｣が9.3%で､これらを合わせると70%

以上が利用したいという意向を示している｡また､

｢すでに利用している｣という回答は0.9%で､1%

にも満たなかった｡

また､従業員一人当たり負担できる年額の限度額

については､1000円以上3000円未満が21.4%､3000

円以上5000円未満が14.3%､5000円以上7000円

未満が31.0%､10000円以上が23.8%であった｡

平均すると､一人あたり5184円であった｡

3-4-2 ｢産業保健推進センター｣等について

｢産業保健推進センター｣については､｢知って

いた｣が4.9%､｢名前程度は知っていた｣ が13.2%

で､｢ほとんど知らなかった｣という回答が81.0%
を占めており､｢産業保健推進センター｣の認知度

は相当低い｡

｢産業保健推進センター｣のサービスを利用する

かどうかについては､｢サービスの内容が事業場の

ニーズに合えば考えたい｣が35.8%､｢手続きが面

倒でなければ考えたい｣が23.0%で､これらを合

わせると利用したいという回答は60%近くに及ぶ｡

また､｢すでに利用している｣は2.0%であった｡

一方､｢地域産業保健センター｣についても､｢知っ

ていた｣という回答は4.0%､｢名前程度は知って

いた｣が14.8%で､｢ほとんど知らなかった｣が80.1%

を占めており､｢産業保健推進センター｣の場合と

同様に､認知度は相当低いことが分かった｡

｢地域産業保健センター｣ のサービスを利用する

かどうかについては､｢サービスの内容が事業場の

ニーズに合えば利用したい｣が38.0%､｢手続きが

面倒でなければ利用したい｣が15.5%､｢休日や夜

間でも利用できるなら利用したい｣が7.1%､｢事

業場まで出張してサービスしてくれるなら利用した

い｣が4.9%となっており､利用したいという回答

は全部で65%ほどを占めた｡また ｢すでに利用し

ている｣という回答は1.5%と少数であった｡

3-5産業保健活動を活発化させる方策について

3-5-1事業主にインセンティブやペナルティを付加

することについて

産業保健活動をもっと熱心にするために､インセ
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労働者50人未満事業場の産業保健活動に関する実態調査結果及び提言

ンテイブ (奨励金など)やペナルティを付加するこ

とについては､事業主回答で最も多かったのは ｢ど

ちらともいえない｣が35.1%､｢事業主の自主性に

任せるべき｣29.1%､｢インセンティブ (奨励金な

ど)を与えられればよい｣が 16.3%で､労働者回

答では ｢わからない｣が21.6%､｢インセンティブ

を与える｣が21.0%､｢どちらともいえない｣が19.9%

の順であった｡すなわち ｢実行した事業場にインセ

ンティブが与えられるという回答は､事業主で16.3%､

労働者で21.0%､｢実行しなかった事業場にはペナ

ルティを課すとよい｣は､事業主 0.4%､労働者

5.2%､さらに ｢インセンティブもペナルティも両

方とも必要である｣は事業主6.4%であり､事業主､

労働者ともに25%前後がインセンティブやペナル

ティが必要と考えている｡

(事業主回答)

どちらともいえない

事業主の自主性に任せるべき

インセンティブ(奨励金など)を与える

効果が期待できないので不要

インセンテげ もへ9ナルティも両方必要

無回答

へ凸ナルティ(罰金など)を課す

+ 車重朗粥し:繕;捕 婆毒違蒜;指重さ義春粥等貞義韻等鎚指毒差違蛋完悪書誓書六粥喜 … 35.1+++.§嶺++;;+!;+持運鮎試し韻等重義毒星室m++/+;:∴ 那
鍔+!+.鷲:紺+鞭

喜;鷲:+ L

覇さSur +

SSL.･>o∝.": 十 姻9.54

0 5 10 15 20 25 30 35 40

(注)回答数の合計は453である

3-5-2事業主を表彰したり､社会的評価を高めるこ

とについて

産業保健活動に熱心な事業場などを表彰する制度

については､事業主回答で最も多かったのは ｢どち

らともいえない｣ が28.3%､｢ある程度は必要｣が

26.3%､｢あまり必要でない｣が22.5%で､労働者

回答では ｢ある程度必要｣が31.3%､｢どちらとも

いえない｣が17.7%､｢あまり必要でない｣ が14.6%

の順であった｡すなわち､事業主で ｢おおいに必要｣

が5.5%､｢ある程度は必要｣が26.3%となってお

り､必要との回答が30%強 (労働者は40%強)を

占めた｡これに対し､事業主で ｢あまり必要でない｣

は22.5%､｢ほとんど必要でない｣が 15.9%で､

合わせると必要でないという回答が40%弱 (労働

者は26%)となり､表彰制度の必要性については

事業主回答では意見が分かれたが､労働者回答では

賛成が多かった｡

ある程度必要

どちらともいえない

あまり必要でない

わからない

ほとんど必要でない

おおLlこ必要

無回答

(労働者回答)

:演+ 培喜…S芦漕ぎ若き聖詔:潤. 違憲……書:31.3
を++ 17.7

:0,mLO,m +蕪 +a蛋+賀 冶 +'守.<%≡肇+書;賀揃､14_6孝r'≠:寧'12_51.56良玩+ ++++

0 5 10 15 20 25 30 35

(注)回答数は728である
%

3-5-3公的な制度やサービスの改善について

今後､公的な制度やサービスを改善していくこと

については､｢今のままでよい (事業主の自主性に

任せるべきである)｣という回答が事業主で66.2%､

労働者で48.5%を占めている｡ これに対して ｢改

善すべきである｣という回答は､事業主21.2%､

労働者 17.4%で､20%程度になっている｡

(事業主回答)

No. カテゴリ一名 回答数 構成比(%)

1 改善すべきである 96 21.2

2 今のままでよい 300 66.2

3 公的な制度やサービスはなくてよい 23 5.1

無回答 34 7.5

3-5-4法令による義務化

産業保健活動に関して､法令による義務化を進め

ることについては､｢おおいに必要｣が4.9%､｢あ

る程度は必要｣が42.4%となっており､法令によ

る義務化を進めることに対して半数近い47%の事

業主が必要と回答しており､必要でないとしている

事業主の22%を大きく上回っている｡一方必要と

の回答は､労働者でも58%と過半数を超えており､

必要でないとする割合 (9%)を大幅に上回ってい

る｡

なお､法令による義務化が ｢必要｣であるとする

事業場の回答を規模別にみると､20人～40人規模

の事業場では過半数ないしは3分の2が賛同してい

る｡

総合環境研究 第 8巻 第 1号
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(事業主回答)

ある程度は必要

どちらともいえない

あまり必要でない

おおいに必要

ほとんど必要でない

無回答

.拘禁≡+:++!;++i

Ej…選 ++苧i;i∵ 【ち∃

0 10 20 30 40 50 60

(注)回答数の合計は453である
%

(規模別にみた ｢産業保健活動の法令による義務化

が必要である｣とする割合)

30-39人(27)

20-29人(70)

40-49人(21)

10-19人(162)

1-9人(173)

66.7
害.､汐uJ校;鰻.;i+ 臓紺…灘瀞巨

瀞>追Ej+ ++; ★ トノト.派 澗去8,6慧し ★室ト責苦㌫ ㍉用賀壱弱…- 弓

十予字★測 撒 1謎 繊 弱竃壷豪 .十十温i;

闇 鞭ト苧｣:､g<トEg.巨は喜賀.1..~….~望み:t<法: +: 469

0 10 20 30 40 50 60 70 80

(注)1｢大いに必要｣と｢ある程度必要｣の合計による

2.( )内の数字は回答数である

%

3-6サービス機関､事業主及び行政機関等に対する

提案や課題について

3-6-1産業医に関わる提案や課題で共感するもの

産業医制度全般の提案や課題などで共感する提案

や課題については､無回答 (事業主で27.2%)や

｢わからない｣(労働者で44.8%)という回答が多

く､産業医の問題についての考えや意識は全般的に

薄いといえる｡その中で比較的共感を得た項目は ｢折

角､産業保健センター等より出張で来ても､従業員

の相談者が少なかったり､逆に滞在時間が短時間で

は全員の相談を受けがたいことがある (従業員の作

業の合間をぬって行うため､効率的でなく全員が受

けられない)ので､時間外でできるとよい｣(事業

主21.0%､労働者 13.7%)､｢どの地域においても

産業保健活動に熱心に取り組むことが可能な､認定

産業医を確保することが望まれる｣(事業主20.8%､

労働者 15.2%)､｢事業場の労働安全衛生 (法)に

関する指導もお願いしたい｣(事業主 19.6%､労働

者 13.9%)などである｡

(事業主回答)

無回答

相談を時間外にできるとよい

熱心な認定産業医の確保

事業場の安全衛生に関する指導

書類作成に終わっていることが多い

産業医の有資格者リストの公表

職場ハoLE]-ル･安衛妻に参加可能な人

産業歯科医も必要

産業医の紹介手続きが煩雑

その他

局排設置に産業保健チームの制度化

0 10 20 30 40 50

(注)回答数の合計は453である
%

3-6-2健診機関に対する提案や課題

健診機関に係わる提案や課題で共感できるものは､

｢手続きを簡単にして利用しやすくしてほしい｣が

事業主47.2%､労働者45.6%とトップである｡第

二位は､事業主では ｢産業保健推進センターや地域

産業保健センターで行っている業務内容がわからな

い｣が28.9%､労働者では ｢メンタル-ルスは偏

見をもたれやすい｡またメンタル-ルスに問題があ

ると昇給や昇進に支障が出る等の心配から会社での

健診をきらう傾向があるので､会社以外の健診機関

での相談体制の整備が必要｣が19.2%という結果

になっている｡

(事業主回答)

手続きを簡単にして利用しやすく

推進センターや地域センターの業務内容不明

無回答

メンタJいJレスは会社以外での相談体制を

地域保健と産業保健の提携を

有害業務の知織･経験のある医師を

看護師や保健師に教育機会の充実を

その他

0 10 20 30 40 50
%

(注)回答数の合計は453である

(労働者回答)

手続きを簡単にして利用しやすく

わからない

メンタルヘルスは会社以外での相談体制を

推進セントや地域センターの業務内容不明

地域保健と産業保健の提携を

有害業務の知識･経験のある医師を

無回答

看護師や保健師に教育機会の充実を

その他

-10-

0 10 20 30 40 50
%

(注)回答数は728である
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3-6-3事業主や労働者に対する提案や課題

事業主に係わる提案や課題で共感するものは､事

業主では ｢小企業の悲哀で､景気低迷のあおりを受

けており､産業保健サービスに関する対応まで頭が

廻らない｡資金繰 りに追われて従業員の健康管理は

二の次､三の次となっており､この分野でも行政の

セーフティネット機能の充実を急ぐ必要がある｣が

34.7% (労働者では17.6%)と最も多く､｢予防の

観点より労働者の関心度を高めさせる措置を図るこ

とが重要｣が28.0% (労働者は18.4%)､｢事業主

は義務の内容について明確に認識していない｣が23.2%

(労働者は 13.6%)などが上位にきている｡

(労働者回答)

わからない

労働者の関心度を高める措置が必要

健康管理でもセーフティネットを

事業主は業務内容を証言鼓していない

事業主に健康管理の認識が不足

健康状況の目標値も必要

健診の費用負担が大きい

費用負担のため健診項目を減らす

就労時の健診に強力な指導が必要

罰則がないので事後措置を怠る

無回答

産業医や産業保健師にもっと権限を

産保のセミナーに代理を出している

法令を徹底すべき

その他

0 5 10 15 20 25 30 35 40

(注)回答数は728である %

一方､労働者に係わる提案や課題で共感するもの

は､｢健康診断を受け異常が指摘されているのに､

自覚症状がないので放置して平気な労働者が多い｡

自分の身体は自分で守ってほしい｡2次健診や治療

を確実に実施してほしい｣(事業主 52.5%､労働者

45.9%)､｢夜間や休日に労働者がサービスを受けら

れるような環境を作る必要がある｣(事業主43.0%､

労働者 40.5%)､｢市役所等の窓口で､いつでも任

意に健康診断が無料で受けられるような施策がある

と便利である｡所属企業がどこであろうと問わない｡

とくにメンタル-ルスの推奨は産業医を通して事業

主に知られたくない面が多い｣(事業主37.3%､労

働者 31.9%)､｢健康診断に対する労働者本人の自

覚が足りない従業員が多い｡診断の必要をもっとP

Rすべき｣ (事業主 31.3%､労働者 27.1%)など

が上位にきている｡

(事業主回答)

2次健診や治療の確実な実施

夜間や休日にサービスを可能に

任意に無料での受診を可能に

健診の必要をもっとPRすべき

勤務時間内での受診を可能に

健診や再診から遠ざかろうとする

無回答

現場で労働者が安衛妻に参加可能に

その他

労働時間や労働環境に発言可能に

差別されると思っている人がいる

+粥++ 富≡…;C52_5

当演 43_0』芦

戟 31_3

笥:*J惣:J

0 10 20 30 40 50 60

(注)回答数の合計は453である
%

3-6-4行政や公的機関に対する提案や課題

行政機関や公的機関に係わる提案や課題で共感す

るものは､｢行政機関や公的機関は､事業主や労働

者に提供しているサービス内容について継続的なP

Rをはかるべきである｣ (事業主 42.4%､労働者

25.0%)､｢法にしたがって真面目に取り組む事業場

とそうでない事業場では､後者のほうが ｢得｣をす

るという矛盾が現実に存在する｡法の履行を確保し

てほしい｣(事業主 15.9%､労働者 15.7%)､｢企

業の健康診断実施状況について報告させたり､実態

調査を強化したほうがよい｣(事業主 11.5%､労働

者 17.0%)という順になっている｡さらに ｢現行

法令は､事業所規模により規制の輪をかけているが､

産業保健活動の活性化のためには､安全衛生の問題

の発生率の高い業種別に管理することも考えられる｣

(事業主 13.9%､労働者 7.8%)､｢就労前の健診

の実施を徹底して指導すべきである｣(事業主12.8%､

労働者 9.3%)などが上位に挙げられている｡

(事業主回答)

サービス内容の継続的なPR

無回答

法の履行の確保

規模よりも安衛問題の発生率で管理

就労前の健診実施の徹底指導

健診実施状況報告や実態調査の強化

法令の最低線はきちっと取り締まる

産業垂業務の徹底遂行と指導の強化

その他

衛生管理者も研修会等で学習を

労安衛コンサル活用とそのための法令を

健診結果等の報告義務を課す

労基署等の指導を厳しくする法令を

- ilil -
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(注)回答数の合計は453である
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(労働者回答)

よくわからない

サービス内容の継続的なPR

健診実施状況報告や実態調査の強化

法の履行の確保

法令の最低線はきちっと取り締まる

無回答

就労前の健診実施の徹底指導

規模よりも安衛問題の発生率で管理

産業医業務の徹底遂行と指導の強化

労基署等の指導を厳しくする法令を

健診結果等の報告義務を課す

衛生管理者も研修会等で学習を

労安衛コンサル活用とそのための法令を

その他

0 10 20 30 40 50

(注洞 答数は728である %

4.調査結果からの提言

以上の調査結果をベースにすると､今後の産業保

健活動に関して次のような改善提言が検討されるべ

きである｡

4-1提言 1

(丑 法令で義務づけられている事項 (雇い入れ時健

診､定期健康診断､事後措置､記録の保存､50人

以上事業場の報告義務など)の履行確保を､全て

の規模の事業場において､履行する方策を検討す

ること｡

② 定期健康診断結果の報告義務を30人以上規模

の事業場まで引き下げること(現行は50人以上

事業場にのみ報告義務がある｡)0
｢~~~~-~~~~~~-1--1------I~-~~~~~~~~~~~~~｢

:※法第66条第 1項及び規則第 44条により､一年に一回の定 :

: 期健康診断の実施が義務化されている｡ :
【 l
■※労働者 50人以上規模の事業場においては､法第 100条及び ■
I l

規則第52条により､定期健康診断結果報告書 (様式第6号) :
を労働基準監督署に提出しなければならない｡ ■

:※法第66条の6及び規則第 51条の4により､事業主は遅滞 :

なく健康診断結果を本人に通知することが義務づけられて :

いる｡労働者が健康管理をする基礎情報であるので､これ :
l I
･ を怠ると罰則が課される｡ 'l l

:※事業主は､法第66条の3､規則第51条により､健康診断 :

結果の記録 (健康診断個人票､様式第5号 )を作成して､ :

; 5年間保存しなければならない｡ :
｣________________I______I_____________I｣

4-2提言2

① 健康管理の担当者 として､現在､労働者数 50

人以上規模の事業場にのみ選任が義務づけられて

いる衛生管理者について､30人以上に引き下げる

改正を行 うこと｡

② 健康管理の担当者 として､現在､労働者数 10

人以上～49人規模の事業場に義務づけられてい

る衛生推進者の選任を､29人以下の規模とする改

正を行 うこと｡

③ 労働者数 50人以上の事業場は､健康診断結果

の報告を､労働基準監督署にしなければならない

と義務づけられているが､これを30人以上に改

正すること (既述)｡
｢~-~~~~~~~~~~I-~~~--I-I---~-III--~~~~~~｢

:※法第 12条及び政令第4条により､労働者 50人以上の事業 1
1場においては､衛生に係る技術的事項を管理させるために､ :
: 衛生管理者を選任することが義務付けされている｡ :l l
■※法第 12条の2及び規則第 12条の2-第 12条の4は､労働 ･]

者数 10人以上～49人規模の事業場には､｢衛生推進者｣を ･l
選任し､健康診断の実施や健康管理などの衛生に係る業務 :

を担当させ､労働者に氏名を周知させなければならない､ :

としている｡ :

:※労働者 50人以上の事業場は､法第 100条及び規則第 52条 :

により､健康診断結果の報告を､労働基準監督署にしなけ :
l l

■ ればならないとされている｡ l
I I
l l

L ______________________________________J

4-3提言3

産業保健活動の活発化の必要から､産業医の選任

義務を､現行の50人以上から30人以上の事業場に

改正すること｡

｢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~---~~~ J ｢

:※法第 13条第1項及び政令第5号により､労働者 50人以上 :
: の事業場に産業医の選任を義務付けているo :
｣______________________________________｣

4-4提言4

産業医共同選任事業を魅力あるものとすること｡

すなわち助成金の増額と助成期間を5年に延長する

とともに､現在､労働者 50人未満の事業場に適用

されているこの事業の適用範囲を､産業医の選任義

務を労働者 30人以上の事業場に改正をする提言に

歩を合わせ､産業医共同選任事業の適用対象事業場

を30人未満に改正すること｡

4-5提言5

産業保健活動を特例メリット制度の適用対象とす

る改正をすること｡

(理由)

労災保険のメリット制は､事業主をして労働災害

防止のインセンティブを昂揚させようとするもので

ある｡すなわち､事業主の労働災害防止意欲を高め

るために､労働災害が減少した時には労災保険料の

納付額が減額され､逆に労働災害が増加した時には

労災保険の納付額が増額される､という保険制度の

- 12 -
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中に労働災害防止の仕組みを組み込んだものである｡

すなわち､一定の要件 (継続事業については一定の

規模以上､有期事業については確定保険料又は請負

金額等が一定額以上のもの)を満たす事業について､

個々の事業の労災保険の収支 (メリット収支率)に

応じて､非業務災害分を除く労災保険率又は保険料

の額を､継続事業については±40%の範囲で､一

括有期事業及び有期事業については±35%の範囲

で労災保険料が増減される制度である｡

現実には､メリット適用事業場の80%以上の事

業場で保険料が減額されている｡

労働災害は実際には中小規模の事業場で多く発生

している｡ このような現実に鑑み､中小企業の継続

事業場について､法令等で定められた ｢安全衛生措

置｣を実施した場合に､事業主が希望すれば特例メ

リット制が適用される｡この場合には､通常 (±40%

の範囲)とは異なり､保険料が収支率に応じて±45%

の範囲で増減される｡これを中小企業の特例メリッ

ト制という｡

4-5-1提言5-1

安全衛生措置に関しては､｢産業保健活動に関す

る措置｣を追加することを提案するものである｡す

なわち ｢産業医共同選任事業｣を拡充し､新たに ｢産

業保健活動に関する措置｣を構築して､｢安全衛生

措置｣に追加するものとする｡

①平成9年9月9日付け労働省基発第 619号 ｢小規

模事業場産業保健活動支援促進事業の実施につい

て｣に基づき労働者健康福祉機構 (都道府県産業

保健推進センター)に､助成金の申請を行った集

団の構成事業場であって､以下の②及び③の要件

を満たす ｢産業保健活動推進計画書 (様式2)｣

を策定し､実施すること｡

②次の安全活動のいずれか1つ以上の活動を含むこ

と｡

A 安全委員会の開催

B 安全衛生パ トロールの実施

C 災害事例等検討会の開催

D 危険予知活動の実施

E 安全衛生大会の開催または参加

F 交通災害防止に関する講習会の開催または参

加

③次の産業保健活動のうち､6つ以上の活動を含む

こと (ただし､AからEまでは必ず含むこと)｡

A 健康診断の実施 と受診率の向上

B 職場巡視

C 健康診断結果に基づく健康指導

D 健康教育 ･健康相談

E 衛生教育

F 過重労働対策

G 衛生委員会の開催

H 作業環境測定

Ⅰ 作業環境改善

J 衛生面の改善 ･工夫提案

K 衛生設備の改善

し 衛生保護具の新規購入や点検整備

M 有害作業の管理

N 職場体操､スポーツ競技の実施

0 メンタル-ルス対策

(参考 ) 現在､認められている ｢安全衛生措置｣は､快適職

場推進計画に基づく快適な職場環境の形成のために講ずる措

置のみである｡

すなわち､労働安全衛生規則 (昭和47年労働省令第32号 )

第61条の3第 1項の規定による認定を受けた同項に規定する

計画 (以下 ｢快適職場推進計画｣という｡)に従い事業主が

講ずる措置であって､具体的には､平成4年7月1日付け基

発第 391号 ｢快適職場形成促進事業の施行について｣により

都道府県労働局長の認定を受けた快適職場推進計画に基づく

快適な職場環境の形成のために事業主が講ずる措置であって､

以下の要件をすべて満たすものであるO

(丑快適職場推進計画を作成し､都道府県労働局長から当該計

画の認定を受けていること｡

②認定を受けた快適職場推進計画に従い､職場環境の改善に

着手していること｡

｢職場環境の改善に着手している｣とは､快適職場推進計画

の完了をいうものではなく､快適職場推進計画のうちいずれ

か1つ以上の項目について､工事の着工､発注又は機器の納

入､据付け等をいうものである｡

ここで､｢着手している｣とは､着手初年度を指すものであ

るQ

また､安全衛生措置が講じられた保険年度の次の保険年度

の初日から6箇月以内に特例申告することができる｡

なお､かつて､｢安全衛生措置｣として認定されていた措置

がある｡

次のような枠組みとして設定されていた｡

具体的には平成7年3月22日付け労働省発基第 22号 ｢中

小企業安全衛生活動促進事業助成制度について｣に定める中

小企業安全衛生活動促進事業助成制度の一環として事業主が

講ずる措置であって､以下の要件をすべて満たすものとされ

ていた｡

①中小企業安全衛生活動促進事業助成制度における認定集団

の構成員であること｡

②認定集団としての助成対象である次の安全衛生活動のいず

れか1つ以上の活動に参加したこと｡

A 集団安全衛生活動運営委員会の開催

B 集団安全衛生大会の開催
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C 相互安全衛生パ トロールの実施

D 災害事例等検討会の開催

E 経営首脳者安全衛生セ ミナーの実施

F 職場環境改善講習の実施

G 健康教育の実施

H 危険予知活動及び交通災害防止に関する講習会の開催

Ⅰ 安全衛生改善等研究会の開催

J 快適職場形成推進委員会の開催

③認定集団の構成員として助成対象である次の安全衛生活動

のいずれか 1つ以上の活動を実施したこと｡

A 安全衛生教育

B 技能講習及び特別教育

C 安全衛生診断

D 特定自主検査

E 機械の本質安全化

F 健康診断

G 作業環境測定

H 健康診断結果の評価及び健康指導

Ⅰ 作業環境改善

4-5-2提言5-2

100人未満 20人以上規模の事業場であれば､｢安

全衛生措置｣を実施している事業場は､特例メリッ

ト制度の適用対象とする改正を提案する｡

｢安全衛生措置｣を実施している事業場の事業主

の申請 (申告 )があれば､100人未満20人以上の規

模の事業場にも特例メリット制度を適用できるよう

にして､｢労働者規模の基準｣を例外的に適用しな

い､との改正を行 う｡

現行法令では､｢20人以上 100人未満｣の事業場

であって､

｢労働者数≧0.4×業務災害労災保険率｣の条件を

満たす継続事業とされているため､

小規模事業場でも､適用されないことが多い｡例示

すると次のようになる｡

食料

繊維工業又は

繊維製品製造業

印刷又は製本業

化学工業

機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

その他の各種事業

※その他の各種事業には､

ビス業などが含まれる｡

66人以上が適用される

87人以上が適用される

98人以上が適用される

79人以上が適用される

66人以上が適用される

98人以上が適用される

87人以上が適用される

98人以上が適用される

飲食業､卸小売業､サー

ちなみに､労働者数による基準を､｢20人以上100

人未満｣の事業場であって､

｢労働者数≧0.2×業務災害労災保険率｣の条件を

満たす事業に適用する､

としたとして､上記業種に関しての労働者規模によ

る適用基準は次のようになる｡

食料品製造業 33人以上が適用される

繊維工業又は繊維製品製造業

印刷又は製本業

化学工業

機械器具製造業

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業

その他の各種事業

44人以上が適用される

49人以上が適用される

40人以上が適用される

33人以上が適用される

49人以上が適用される

44人以上が適用される

49人以上が適用される
｢II~I~~~~~~~~~~-ー~~~~~~~I------~~~~-~I-1

i※現行以前は､｢30人以上､100人未満｣の事業場であって､ :

: ｢労働者数≧0.5×業務災害労災保険率｣としていたが､ :

: 昭和 62年度から現行基準に改正された｡ :l I

■※ ｢20人以上 100人未満｣は､法律事項 (徴収法第 12条第 :l

: 3項第 2号 )であり､｢0･4｣は､省令事項 (徴収法施行規 :
: 則第 17条第 2項 )である｡ :
L______________________________________｣

4-5-3提言5-3

特例メリット制の適用年限を三年に限定しない｡

また､建設業にも適用する｡

産業医共同選任事業の助成金の助成期間を5年に

延長する改正の提案をしていること､及び助成期間

終了後も引き続き産業医を共同して選任している事

業場には､その期間は特例メリット制を延長して適

用する改正を提案したい｡

また､労働者健康福祉機構の調査によると､産業

医共同選任事業を活用しているのは三分の一が建設

業であることから､建設業にも特例メリット制度の

適用を提案したい｡

4-6提言6

民間企業やNPOに産業保健サービス事業-の参

入を認める

民間企業やNPO団体が､産業保健サービス事業

に参入することで活性化を図る

※産業医や医師の健康診断結果に基づき､事業主と

の連携を図る中で､当該事業場の労働者の産業保

健活動に関するサービスを代行して行 う｡

※事業主の管理下において､民間企業やNPO団体

に産業保健活動の代行業務を認める
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※安全衛生関係の人材資源の活用を図る

※ ｢産業医共同選任事業｣ は､現在､都道府県産業

保健推進センターのみが専管事項として行ってい

るが､これを民間企業にも開放できないか｡

5.おわりに

産業構造の変化や､高齢化の進展等労働者を取 り

巻 く環境が変化する中で､健康診断で何らかの所見

を有する労働者の割合は､年々増加を辿 り､平成 15

年には平成2年の2倍を超える5割弱に達しており､

脳 ･心臓疾患や生活習慣病につながる項目における

有所見者の割合が目立っている｡

平成 15年の有所見率 (%)

所見のあった者の割合 47.3

うち血中脂質検査 29.1

〝 肝機能検査 15.4

〝 血圧 ll.9

資料 :厚生労働省 ｢16年度 労働衛生のしおり｣

(注)①複数回答である｡ ②上位4項目である｡

今後､本格的な高齢化社会を迎えて､健康診断の

有所見率の一層の増加が予想されるなど､労働者に

対する健康指導や健康相談などの産業保健活動の充

実が極めて重要となる｡

また､日本の産業を支えている事業場の大多数を

占める労働者 50人未満の小規模事業場においては､

経営基盤が脆弱であること等の理由により､事業者

が独自に医師を確保し､労働者に対する健康指導､

健康相談等の産業保健サービスを提供することが困

難な状況にあるために､小規模事業場の事業者及び

そこで働 く労働者に対する産業保健サービスを充実

させることによって､どのような産業で就労しょう

が､どのような事業規模の事業場で労働に従事しょ

うが､どのような雇用形態であろうが､等しく産業

保健サービスの提供を享受でき､法の下の平等が担

保 されよう｡

なお､この調査は､平成 14度から3年計画で実

施された､厚生労働科学研究補助金 (労働安全衛生

総合研究事業)を受けて行った ｢今後の産業保健の

あり方に関する研究｣の研究成果の一部である｡
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